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山形県庄内南部地域生活困窮者自立相談支援事業業務委託事業者募集要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、山形県庄内南部地域生活困窮者自立相談支援事業の委託について、価格のみの競争

では業務の目的を達成できないため、公募型プロポーザル方式により提案を求め、その内容を審査

及び評価し、最も適した者を地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号に基づく随意契約の相手

方として選定するために、必要な事項を定めるものである。 

  なお、本事業の実施は、山形県令和８年度当初予算案が可決・成立することを前提としており、

当該事業に係る予算が成立しない場合は効力を有しないものとする。 

 

２ 業務の目的 

  生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ

継続的な相談支援等を実施することを目的とする。 

 

３ 業務の概要 

（１）業務の名称 

   山形県庄内南部地域生活困窮者自立相談支援事業業務委託 

（２）業務内容 

  「山形県庄内南部地域生活困窮者自立相談支援事業業務委託仕様書」のとおり 

（３）委託期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

（４）委託費の上限額 

   1,457,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 対象経費 

  本業務の対象経費は、次のとおりとする。 

  給料、職員手当等、共済費、報酬、報償費、旅費、賃金、需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本

費、光熱水費、修繕料）、会議費、役務費（通信運搬費、手数料、保険料）、委託料、使用料及び賃

借料、備品購入費（価格 30 万円以上のものを除く。）、負担金 

 

５ 参加資格 

  以下の（１）から（６）までに掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１）委託業務を的確に遂行する能力を有すること。 

（２）法人格を有し、山形県内に活動拠点（本店、支店、又は営業所等）を有していること。なお、

次に掲げる要件を全て満たすときには、「協議会」など共同体を認めるものとする。 

  ① 共同体を構成する各団体等が明確であり、それぞれが法人格を有すること。 

  ② 構成員間における協定書等において、事故が起きた場合等の責任の所在が明確になっている

こと。 

  ③ 市町村長等が当該共同体に事業を委託することが適切であると判断すること。 
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（３）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないこと。 

（４）山形県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

（５）山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体

でないこと。 

 

６ スケジュール 

内  容 期  日 

企画提案募集開始 令和８年２月 13 日（金） 

募集要項に関する質問受付期限 令和８年２月 20 日（金）午後５時 

企画提案提出期限 令和８年２月 26 日（木）午後５時 

審査会開催・委託候補者決定 令和８年３月上旬 

審査結果通知 令和８年３月上旬 

契約締結 令和８年４月１日（水） 

 

７ 応募手続き 

  上記３の事業の受託を希望する場合は下記により必要書類を提出すること。 

（１）提出期限 

   令和８年２月 26日（木）午後５時 

（２）提出先 

   下記「12 担当部局」あてに提出すること。 

（３）提出方法 

   郵送又は持参による。 

   持参の場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。郵送の場合は、封筒に

「企画提案書在中」と明記し、上記提出期限必着とする。 

（４）必要書類及び部数 

  ① 企画提案参加申込書（様式第１号）：１部 

  ② 企画提案書：５部 

    企画提案書の様式は任意とするが、下記「８ 企画提案内容」に沿って全て記載すること。 

  ③ 企画提案応募資格に係る宣誓書（様式第２号）：１部 

  ④ 参考見積書（任意様式）：５部 

    費用の内訳、積算根拠がわかるように記載すること。 

    なお、本事業と他の自治体が実施主体となる同様の委託事業とを併せて実施することを予定

している場合、若しくは募集に応募する予定である場合は、全体の費用を本事業に係る部分と

他自治体の委託事業に係る部分に区分する際の按分等の方法を記載すること。 

  ⑤ 令和６年度の事業報告書及び収支決算書：１部 

  ⑥ 定款又はこれに代わるものの写し：１部 

  ⑦ 役員名簿：１部 

  ⑧ 法人の登記事項証明書（提出日において３カ月以内に発行されたもの）：原本１部 
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  ⑨ 納税証明書（未納がないことの証明）：原本１部 

  ⑩ その他、審査上県が必要と判断した補足書類 

   なお、企画提案者が山形県競争入札参加資格者名簿に登載されている場合は、⑧及び⑨を、山

形県会計局の受付印がある競争入札参加資格審査申請書（写し）をもって代えることができる。 

（５）留意事項 

  ① 企画提案は、１事業者１案とする。 

  ② 提出された書類について、提出後の差替え及び変更は認めない。ただし、県が補正を求めた

場合、又は補足書類の提出を求めた場合は、この限りでない。 

  ③ 提出された書類は返却しない。 

  ④ 審査は提出された企画提案書により行うが、その内容について応募者又は関係機関から意見

聴取することがある。 

  ⑤ 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、審査の対象から除外し、失格とする。 

   ア 上記５の参加資格のいずれかを満たさなくなったとき。 

   イ 提出書類が所定の期限までに整わなかったとき。 

   ウ 参考見積額が、上記３の委託費の上限額を上回っているとき。 

   エ 提出書類の内容に虚偽、不正又は本要項の定めに違反する記載があったとき。 

   オ 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 

   カ その他不正な行為があったとき。 

  ⑥ 企画提案書の作成・提出等本業務への応募に要する経費は、全て応募者の負担とする。 

  ⑦ 提出された書類は、必要に応じ庄内総合支庁及び審査会での使用に限り複写する。 

  ⑧ 提出された書類は、山形県情報公開条例に基づき公開する場合がある。 

  ⑨ 契約者以外の企画提案の内容は提案者の承認なしに利用しない。 

 

８ 企画提案内容 

  山形県庄内南部地域生活困窮者自立相談支援事業業務委託仕様書をもとに、次の企画内容を提案

すること。 

（１）実施方針について 

   本事業を実施するに当たっての基本的な考え方を、生活困窮者自立支援法の趣旨に則り、第２

のセーフティーネットとして本事業が果たすべき役割について、本県及び事業実施対象とする圏

域の状況等を踏まえて述べること。 

（２）実施内容・方法について 

  ① 拠点の設置場所の利便性について、利用可能な最寄の公共交通機関の状況（駅、バス停等へ

の所要時間等）を踏まえて述べること。 

  ② 専用窓口（住まいの総合相談窓口を含む）の設置の有無等、支援対象者の発掘及び来訪者に

対する相談受付体制や相談者に関する情報収集等の実施方法について提案すること。 

  ③ 支援プランの策定までのアプローチ、スクリーニング、アセスメント、支援調整会議及び支

援会議の運営方法について、実施予定時期（随時開催か、定期開催であれば頻度等）を含めて

提案すること。 
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  ④ プラン策定後の支援体制（組織内でのチェック体制等）及び具体的な支援手法を提案するこ

と。 

  ⑤ 主たる相談員の雇用形態等、一連の相談支援を通じて、支援対象者等との信頼関係が構築さ

れる継続的な支援方法について提案すること。 

  ⑥ 関係機関、地域支援団体との連携について、具体的な関係機関、地域支援団体名を示し、連

携の必要性や関係構築・ネットワークづくりについて提案を行うこと。特に庄内総合支庁地域

保健福祉課、三川町と相談者に係る情報共有や生活保護への引継ぎ等を行うための連携体制を

示すこと。 

  ⑦ 当該事業又は類する事業の過去の取組実績（５年以内）を示すこと。 

  ⑧ 域内の住民及び支援対象者への具体的な周知方法（住まいの総合相談窓口を含む）について

提案を行うこと。 

（３）本事業の運営体制について 

  ① 配置する職名毎の職員数（住まい相談支援員を含む）を示すこと。 

  ② 配置する職員について、資格及び経験年数を示すこと。 

    職員を新たに確保する場合には、その方策を具体的に示すこと。 

  ③ 配置職員にかかる社会保険の加入の有無を示すこと。 

  ④ 正規職員（期間の定めがなくフルタイムで直接雇用されている）が配置されているか示すこ

と。 

  ⑤ 職員の育成について、国や県の主催する研修会への参加を含む、研修等の実施計画を示すこ

と。 

  ⑥ 確実に業務を遂行するにあたり、役員等の体制が整っており、責任の所在が明確であるか、

法人の財務状況が健全であるか示すこと。 

（４）その他 

  ① 組織内の危機管理体制について、緊急時や苦情が申し立てられた場合の対応方法を示すこ

と。 

  ② 個人情報の管理について、関係法令を遵守する取扱いを示すこと。 

 

９ 提案に当たっての質問等 

  企画提案書作成に関して疑義が生じた場合は、下記により問い合わせること。 

（１）受付期間 

   令和８年２月 20日（金）午後５時まで 

（２）質問方法 

   質問書（様式第３号）により、下記「12 担当部局」あてに電子メールで行う。 

（３）回答方法 

   回答は、随時、山形県庄内総合支庁地域保健福祉課が、参加者全員に電子メールで行う。ただ

し、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接に関わるものについては、質問者に

対してのみ回答することがある。 
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10 選考方法及び審査項目 

（１）選考方法 

  ① 審査会を開催し、提出された企画提案書について、下記（２）の審査項目に基づき審査を行

い、審査員の採点で全ての審査項目が最高点とした場合の合計点数（以下「最高合計点数」と

いう。）の６割以上の者が１者の場合はその者を、２者以上の場合は最も高い点数の企画提案を

行った者を第一順位の委託候補者として決定する。 

    なお、最高合計点数の６割以上の者がいない場合、又は提案者がない場合は委託候補者の決

定を行わない。 

  ② 審査結果は、委託候補者を決定後、速やかに郵送により書面で通知する。 

（２）審査項目 

   審査項目及び評価の視点は、次のとおりとする。 

審査項目 評価の視点 配点 

①実施方針 ・生活困窮者自立支援法の趣旨を踏まえているか。 

・当該圏域の状況等を的確に把握しているか。 

10 点 

②実施内容・方法 ・事業拠点の設置場所は適切か。 

・対象者の発掘及び来訪者に対する相談受付体制や相

談者に関する情報収集等の実施方法は適切か。 

・支援プラン策定までの行程、支援調整会議及び支援会

議の運営方法は適切か。 

・支援プラン策定後の支援体制及び方法は適切か。 

・一連の相談支援を通じて、支援対象者等との信頼関係

が構築できるよう十分に配慮されているか。 

・関係機関等との連携は十分かつ確実に行われるか。 

・生活困窮者自立支援に類する取組実績を有している

か。 

・域内の住民及び支援対象者への周知は十分かつ確実

に行われるか。 

40 点 

③運営体制 ・配置職員数は適切か。 

・職員の配置は確実か。また資格や経験等を十分に有し

ているか。 

・配置職員にかかる社会保険加入の状況は適切か。 

・配置職員には正規職員が配置されているか。 

・研修等により職員の育成が望めるか。 

・確実な業務の遂行が見込まれるか。 

30 点 

④事業費 ・事業費の積算は適切か。事業の能率的な運営が図られ

ているか。 

5 点 

⑤その他 

 危機管理体制等 

・組織内の危機管理体制は適切か。 

・個人情報の取扱いは適切か。 

10 点 

計  95 点 
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11 委託事業者との契約等に関する事項 

  プロポーザルは、最良の提案をした者を選定するものであるため、仕様の内容は、提案された内

容を基本とし、最良の提案をした者と県が協議し、業務に係る仕様を確定させたうえで、下記によ

り契約手続きを行う。 

（１）契約方法 

   山形県財務規則（昭和 39 年山形県規則第９号）に定める随意契約の手続きにより、委託候補者

から見積書を徴収し、予定価格の範囲内であることを確認して契約を締結するものとする。 

（２）委託費の支払条件 

   支払方法は、県と委託候補者と協議の上、契約書で定める。 

（３）契約保証金 

   委託候補者は、契約保証金として契約額の 100 分 10 以上の額を、契約締結前に納付しなければ

ならない。ただし、山形県財務規則第 135 条各号に該当する場合には、契約保証金の全部又は一

部の納付免除することがある。 

（４）その他 

   第１順位の委託候補者が契約を締結しない場合には、次点の者と契約の交渉を行う場合があ

る。 

 

12 担当部局 

  山形県庄内総合支庁保健福祉環境部地域保健福祉課生活福祉支援担当 

  住 所：〒997－1392 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東 19－１ 

  電 話：0235－66－5463（直通） 

  ＦＡＸ：0235－66－4053 

  メールアドレス：yshonaihohuku#pref.yamagata.jp 

            ※上記「#」を「@」に変えて送信してください。 

 


